
19

情報あらかると

所得税の確定申告、市・道民税の申告を忘れずに

※税源移譲に伴う所得税の減少により、昨年創設されました住宅借入金等特別税額控除（翌年度の市・道民
税より控除されます）の申告についても３月１６日月までの受け付けとなっています。対象となる方（平成
１１年～平成１８年に入居した方で控除額が平成２０年分の所得税額を超える方）は、昨年に引き続き、市役所
へ申告をお願いします。
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問い合わせ　税務グループ（緯碓８５ １１５５）

◇申告に必要なもの
①申告する方の印鑑（朱肉を使うもの）
②平成２０年中の収入金額を証明する書類（原本）
煙給与所得、公的年金の源泉徴収票
煙報酬、料金などの受給額を証明する書類（支払調書など）
煙不動産収入などのある方は、収入・支出の帳簿や領収書
煙生命保険などの年金型受け取りを証明する書類
煙生命保険などの満期・解約時の一時所得を証明する書類
③平成２０年中の社会保険料などの支払いを証明する書類
煙国民健康保険税または後期高齢者医療の納付確認通知書（はがき）
または領収書（平成２０年中に支払った分）
煙介護保険料の領収書（平成２０年中に支払った分）
煙国民年金保険料控除証明書または領収書（平成２０年中に支払った分）
煙健康保険料（任意継続）の領収書
煙生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書
④配偶者に収入のある方は、その収入金額を証明する書類（源泉徴収
票など）
⑤医療費控除を受ける方は、平成２０年中に支払った医療費の領収書、
医療費を補てんする保険金（高額療養費、入院給付金など）の金額
が分かるもの
※領収書は、受診者・病院ごとに分け、『医療費の明細書』（市役所
本庁舎１階６番窓口に備え付け）などに医療費の内訳と合計額を記
載したものを持参してください。『医療費の明細書』がないと、順
番どおりに受け付けできない場合があります。
⑥住宅借入金等特別控除を受ける方（平成２０年中に入居した方）
煙住民票（写）　 煙家屋の登記簿謄本（写）
煙家屋の工事請負契約書（写）または売買契約書（写）
煙土地の登記簿謄本（写）や売買契約書（写）（敷地に係る借入金に
ついて併せて控除を受ける場合のみ）
煙金融機関発行の『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書』
煙建築士から交付された増改築等工事証明書（家屋の増改築の場合）
⑦障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手
　帳、療育手帳など
⑧所得税の還付を受ける方は、申告者名義の金融機関名・支店名・口
　座番号の分かるもの

◇申告の必要な方
次の要件に該当しない方は、原
則として所得税の確定申告、また
は市・道民税の申告をする必要が
あります。
煙給与収入のみ（年末調整済み）
で、勤務先から市に給与支払報
告書が提出される方

煙昭和１９年１月１日以前に生まれ、
収入が公的年金のみ（収入金額
が１５２万円以下）で、所得税が
源泉徴収されていない方

煙昭和１９年１月２日以降に生まれ、
収入が公的年金のみ（収入金額
が１０２万円以下）で、所得税が
源泉徴収されていない方

※申告の必要な方でも次に該当す
る方は、電話のみで申告するこ
とができますので、電話で税務
グループにご連絡ください。

煙平成２０年中の収入が無かった方
煙収入が遺族年金や障害年金、福
祉年金のみの方

煙収入が雇用保険からの給付金や
傷病手当金のみの方

◇市が行う申告受付場所・日時
時　　　間月　　　日場　　　　所

９時～１１時３０分
１３時～１６時３０分

※事業所得などの確定申告は
受け付けしません。　 　

２月１６日月～３月１６日月
（土・日曜日、祝日を除く）市役所本庁舎３階第１会議室

３月１日日・８日日市役所本庁舎１階６番窓口
３月４日水・５日木・６日金鷲 別 公 民 館
３月２日月・３日火婦 人 セ ン タ ー
２月２７日金登別温泉ふれあいセンター

※所得税の還付申告は、１月から室蘭税務署と税務グループで受け付けしています。
申告期間　２月１６日月～３月１６日月




